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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
地
方
自
治
体
に
対
す
る
節
電
へ
の
協
力
依
頼
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
地
方
自
治
体
に
対
し
て
も
節
電
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、

令
和
四
年
六
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
に
お
い
て
、
電
力
需
給
の
安
定
に
万
全
を
期
す
べ
く
、

電
力
需
給
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
各
都
道

府
県
知
事
に
対
し
て
、
「
夏
季
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
に
つ
い
て
」
（
令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
付
け
二
〇
二
二
〇
六
一

三
資
庁
第
一
〇
号
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
通
知
）
を
発
出
し
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
節
電
の
取
組
の
推
進
へ
の
協
力
並
び

に
当
該
取
組
に
係
る
市
区
町
村
、
関
係
団
体
及
び
関
係
機
関
へ
の
周
知
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に
関
し
て
、
「
電
力
消
費
を
増
加
さ
せ
る
地
方
自
治
体
の
事

業
」
に
「
充
当
さ
れ
る
こ
と
は
不
適
切
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
」
及
び
「
政
府
の
政
策
方
針
と
は
相
反
す
る
事
業

で
あ
っ
て
も
」
「
交
付
す
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
同
交
付
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
防

止
及
び
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
て
い
る
地
域
経
済
や
住
民
生
活
の
支
援
等
を
通
じ
た
地
方
創
生
を
図
る
た
め
、
「
新
型
コ



 

２ 

 

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」
（
令
和
二
年
四
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
、
「
国
民
の
命
と

暮
ら
し
を
守
る
安
心
と
希
望
の
た
め
の
総
合
経
済
対
策
」
（
令
和
二
年
十
二
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
掲
げ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
策
」
及
び
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
経
済
構
造
の
転
換
・
好
循
環
の
実
現
」
の
二
つ
の
事

項
、
「
コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
」
（
令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
掲
げ
る
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
」
、
「
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
下
で
の
社
会
経
済
活
動
の
再
開
と
次
な
る
危
機
へ
の
備

え
」
及
び
「
未
来
社
会
を
切
り
拓
く
「
新
し
い
資
本
主
義
」
の
起
動
」
の
三
つ
の
事
項
並
び
に
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
「
原

油
価
格
・
物
価
高
騰
等
総
合
緊
急
対
策
」
」
（
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

議
決
定
）
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
の
対
応
と
し
て
、
「
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
き
め
細
や
か
に

効
果
的
・
効
率
的
で
必
要
な
事
業
を
実
施
で
き
る
よ
う
」
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
交
付
金
を
活
用
す
る
事
業
に
つ
い

て
は
、
個
々
の
事
業
の
必
要
性
や
妥
当
性
等
を
踏
ま
え
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 


